[bookmark: _GoBack]南国市指定地域密着型通所介護における敷地外でのサービス提供について
1． 基本的な考え方
· 地域密着型通所介護は、事業所内でサービスを提供することが原則だが、以下のいずれの要件も満たす場合は、敷地外でサービスを提供することが可能である。
1 あらかじめ、地域密着型通所介護計画（以下「計画書」という）に位置付けられていること
2 効果的な機能訓練等のサービスが提供できること
※詳しくは「(２)機能訓練等を目的として敷地外でサービス提供する場合の取り扱い」を参照
· 上記に加え、本市では年間行事（イベント、レクリエーション）については、予め年間行事として利用者又はその家族に説明の上、利用者の同意を得ている場合には、提供可能とする。
· 敷地外でのサービス提供は利用者の安全に配慮した人員配置をするほか、事故や災害の発生に備え、その対応方法について従業者や利用者に周知すること。また加入している損害賠償保険の補償範囲に該当するか確認すること。
2． 機能訓練や社会参加活動等を目的として敷地外でサービス提供する場合の取り扱い
(1) 実施前の留意事項
1 敷地外における機能訓練や社会参加活動等（以下「機能訓練等」という）の必要性を検討すること
· ケアプランに記載された課題や目標をクリアする上で、効果が期待できるものがあるか。
· 事業所内では得られない効果（その場所でないと得られない効果）を期待できるものか。
【注意点】
・単なる気分転換や娯楽的な要素が強いものは、認められない。
・敷地外での歩行訓練は、単なる散歩とならないように留意すること。
・“閉じこもり防止”“他者との交流”を目的に挙げている場合、通所介護等に通うこと自体でその機会を得ていると考えられるため、さらに敷地外で行う必要があるか検討すること。
2 計画書に位置付けること
· 敷地外で行う機能訓練等の効果及びその具体的な内容を計画書に記載する。

3 機能訓練等を実施する場所は事業所周辺とし、利用者ごとに設定した機能訓練等の内容や期待する効果を達成することができる適切な場所、かつ事業所から最短となる場所を選定すること
※事業所周辺とは、運営規程に定めたサービス提供時間内で往復することができ、かつ、計画書に位置付けられた他のサービス（入浴など）に影響がない範囲を指す。
(2) 実施に際しての留意事項
1 敷地外で機能訓練等を受ける利用者の安全に配慮した人員配置をすること
2 事業所内の配置は、事業所内の利用者数に応じて人員基準上必要とされる員数とすること
・生活相談員…屋内・屋外それぞれに配置する必要はない。
事業所全体でサービスを提供時間分の配置があれば良し。
・看護職員…必ずしも屋内・屋外それぞれの配置を求めるものではない。
利用者の心身の状態に合わせて必要な配置とする。
・介護職員…屋外については、利用者の人数や心身の状態に応じ、効果的な機能訓練等を実施することができ、かつ利用者の安全を確保できる配置とする。
屋内については、屋内でサービスを受ける利用者の数に応じ、指定基準上求められる員数を配置する。
・機能訓練指導員…個別機能訓練加算を算定する場合は、機能訓練指導員が直接訓練することとなるため、屋外で個別機能訓練するときは、その間の配置が必要となる。
3 事業所以外の場所（利用者の居宅など）と目的地の直行直帰は認められないこと
(3) 実施後の留意事項
1 機能訓練等を実施した時は、実施した訓練の内容やその際の利用者の様子等を記録すること
※個別機能訓練として実施したものは、当該訓練としての記録で可。
2 1月に1回以上、敷地外での機能訓練等の実施状況を確認し、期待した効果が表れているか評価し、記録したうえで敷地外でのサービス提供の必要性について検討すること。また評価を踏まえ、必要に応じて計画の見直しを行うこと


3． 年間行事（イベント、レクリエーション）の取り扱い
(1) 年間行事の例
・初詣、いちご狩り、花見、お祭り等の季節行事
・バザー、文化祭、運動会、交流会等、事業所が所在する地域の学校行事、そのほかの地域の行事への参加
・機能訓練を目的としない敷地外の散歩
(2) 留意事項
1 あらかじめ年間行事の計画として定めておくこと
※年間行事等は、ケアプランや計画書への位置づけまで求めるものではない。
様式は任意とする。
2 実施場所は、事業所周辺であること
※事業所周辺とは、運営規程に定めたサービス提供時間内で往復することができ、かつ、計画書に位置付けられた他のサービス（入浴など）に影響がない範囲を指す。
3 利用者の状況や意向も踏まえて年間行事の計画を立てることにより、全員参加を原則とすること。よって、経済的な理由や職員の不足で参加できない利用者がいたり、特定の利用者だけを対象として企画することは適切ではない
※当日の体調不良による欠席や、意向を確認した上で企画し後日利用者から参加辞退の申し出があった場合等は除く。
4 年間行事に参加しない利用者がいる場合には、当該利用者に対して通常のサービスが提供できる体制を確保すること
5 企画した行事の詳細（日程・内容・費用等）について説明し、同意を得ること
この同意については文書による同意でなくともよい
4． 買い物（商品の購入）を主目的とした機能訓練・イベントについて
(1) 機能訓練等として実施する場合
· 購入のみを目的とした運用にならないようにすること。
※単なる利用者の希望により、利用者個人が自宅で消費・使用するものを購入する場合には、訪問介護の利用又は厚生労働省の通知に沿った保険外サービスの利用をケアマネジャーと調整してください。
(2) 年間行事の準備のための買い出し、バザー等の行事に参加する場合
· 全員参加を原則として行う場合であれば、可とする。

5． 有償ボランティアについて
(1) 労働基準法第９条 労働者に該当してはならない
· 有償ボランティアに参加する利用者についても、個々の事案ごとに活動実態を総合的に判断し、利用者と外部の企業等との間に使用従属関係が認められる場合には、第9条の労働者に該当するものとして、労働基準関係法令の適用となる。
第9条の労働者に該当するか否かに当たっては、以下の点について総合的に勘案して判断することになり、事業所で疑義が生じる場合には事業所の所在地を管轄する労働基準監督署（南国市の場合は、高知労働基準監督署 ）まで相談すること。
1 利用者が、ある活動日、活動時間に、活動を行うことについて、外部の企業等からの指示があるか
※活動を行うことについて、利用者の諾否の自由はあるか。
2 活動時間の延長や、活動日以外の日における外部の企業等からの活動指示が行われているか
3 活動の割当、活動時間の指定、活動の遂行に関する指揮命令違反に対して、外部の企業等からの謝礼等の減額等があるか
4 欠席・遅刻・早退に対して、外部の企業等からの謝礼等の減額があるか（実活動時間に応じた謝礼等を支給する場合においては、活動しなかった時間分以上の減額を行うことはないこと）
5 利用者と一般の労働者が明確に見分けられるか
※服装等により利用者と一般の労働者が見分けられるようになっているか。
· 事業所が、社会参加活動等の実施に当たり、外部の企業等と業務委託契約を結ぶ場合にも、上記を踏まえて、その契約内容が、社会参加活動を強制的に参加させることに繋がるものとならないよう留意することが必要。
· 当該事業所のサービスを利用するに当たり、社会参加活動等に参加することが条件であると誤解されないよう、利用申込者に対する丁寧な説明が必要。
(2) 利用者に払われる謝礼は、事業所が受領してはならない
· 事業所が、利用者に対する謝礼を一部でも受領することは適切ではない。
· 利用者に支払われる謝礼を、一時的に利用者を代理して預かることは可能だが、その場合でも、あらかじめ利用者本人や家族等の了解を得ること。


6． Q&A
【問１】
機能訓練や社会参加活動について、ケアマネジャーのケアプランへの明記は必要か。
サービス担当者会議の記録等に残す必要はあるのか。

【回答】
ケアマネジャーが作成するケアプランに位置付ける必要があります。居宅サービス計画書記載要領における第２表及び第3表に明記してください。
【問２】
敷地外サービス提供中に、混雑等でやむを得ず、予定時間よりも帰りが遅くなってしまい、他のサービスに影響が出てしまった場合は、どうしたらよいか

【回答】
原則として、他のサービスに影響が出ないよう、時間に余裕を持って計画してください。
万が一、やむを得ず他のサービスに影響が出る場合は、利用者及び家族、事業所間で調整を図り対応してください。
【問３】
生活保護受給中の利用者の有償ボランティアの取り扱いはどうなるのか

【回答】
生活保護受給者が有償ボランティアにより謝礼を受け取った場合、福祉事務所への申告が必要です。謝礼の金額によっては生活保護受給に影響が出ることもあるため、ケアマネジャーと連携して、事前に福祉事務所の担当ケースワーカーと相談してください。

【問４】
有償ボランティアの謝礼の一時受領について、文書による同意は得なくてもよいか

【回答】
金銭等の受領については、トラブル防止のため、文書による同意が望ましいと考えます。
